
令和 3年 6月 7日 

問合せ先 
“赤い羽根” 社会福祉法人 静岡県共同募金会   担当：藤原 
〒420-0856 静岡市葵区駿府町 1番 70号 

 （TEL）054-254-5212 （FAX）054-254-6400 （MAIL）22@shizuoka-akaihane.or.jp 

  赤い羽根共同募金は社会福祉法に基づく国民たすけあい運動です。 

  都道府県単位で募金活動を行い、県内の福祉団体等への助成を通じて身近な福祉課題の解決につなげています。 

～コロナ禍で心のよりどころをさがしているあなたへ～ 

6 月は“赤い羽根”いのちをつなぐフリーダイヤル月間 

浜松いのちの電話が、コロナ禍での不安や悩みに寄り添います。 

（電話は静岡県内からお掛けください） 
《この事業は″赤い羽根”新型コロナ対策いのちをつなぐ支援活動事業助成により実施しています。》   

①目的 

昨年来の新型コロナウイルスの感染拡大により、不安や

心配をかかえ、心のよりどころを求めている方がいます。 

勤務先での仕事を失った方、生活の基盤が失われた方、

感染をされた、あるいは身近に感染された方を持って、不

安を抱いている、社会的な偏見・差別にさらされてしまった

方、また、感染の心配をされて安心できない生活を送って

いる方など、様々な影響の下で暮らしている方がいます。 

こうした方々の心の不安に寄り添い、少しでも落ち着いた

平安な日常を取り戻していただけるように電話での相談を

受け付けています。 

②内容 

いのちの電話では、具体的な（例えば金銭的な、または生活物資の援助といっ

た）支援はできませんが、その方の不安な気持ちや心配を伺って、その方の気

持ちに寄り添いつつお話を伺う中で、不安な気持ちや心配を少しでも和らげ

て、日々の生活を楽な気持ちを持って過ごしていけるように援助をすることがで

きます。 

そのために、専用のフリーダイヤル回線（0120-783-107）を設置して、6月 1日

から 30日までの 1 カ月間、午前 10時から午後 4時までの時間帯で、相談電

話を受け付けています。この時間帯以外でも、浜松いのちの電話の受付時間

中は、通常の電話相談窓口（053-473-6222）でも相談を受け付けています。 

上記フリーダイヤル以外

の時間帯の相談受付 

 

浜松いのちの電話 
053-473-6222 

（通話料がかかります） 

日～火・祝日 

10:00-22:00 

水～土曜日 

10:00-24:00 

第２/4土曜日 

10:00-翌 10:00 

受付期間   令和３年６月１日～６月３０日 

受付時間   １０：００～１６：００ 

フリーダイヤル ０１２０－７８３－１０７ 
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